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地域外からの技術者および労働者確保に要する間接費の 

設計変更の部分払いに関する運用について 

 

 地域外からの技術者および労働者確保に要する間接費の設計変更については、令和

７年７月１日付け監第５４１号「地域外からの技術者および労働者確保に要する間接

費の設計変更の運用基準について」に基づき、工期末に一括して支払う取扱いとして

いるところである。 

 しかし、複数年にわたる工事が多いことや、労働者確保に係る費用が多額となるこ

と等の事情により、受注者の負担が大きくなっている状況が認められる。 

このため、当該間接費の設計変更に係る部分払いの運用について、下記のとおり定

めたので通知する。 

 

記 
 
２.運用基準 

技術者及び労働者確保に要する間接費の設計変更運用マニュアル（案） 

４. ６）工事の完成前の請求 を追加 
 
２.適用工事 

  令和８年６月１日以降に契約する工事または、既契約の工事 
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